
 

 

高病原性鳥インフルエンザ発生予防のための 

消石灰による一斉消毒（２～３回目）について 
 

全国的に、高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっていること

から、ウイルスの侵入防止に万全を期すために、県内の全ての家きん飼養

施設に消石灰（計１，１４０袋）を配布し、１月２０日から３月３１日の

間に、合計２回の消石灰散布による消毒を実施する。なお、１１月にも消

石灰散布による一斉消毒を実施済み。 
 

１ 対象施設 

  県内全ての家きん飼養施設９１施設 

 
 
 
 
 
 

※室内飼育するペットは対象外 

２ 実施期間 

  令和８年１月２０日（火）から３月３１日（火）まで 

 
３ 消毒方法 

  家きん飼養施設敷地外縁部内側及び家きん舎の周囲への消石灰散布 

 

飼養規模 施設数 

1,000羽以上 ７ 

100～1,000羽未満  １０ 

100羽未満 ７４ 

計 ９１ 

令和８年１月２０日 

石川県農林水産部 

畜産振興・防疫対策課 常川 

   電話：０７６－２２５－１６２５ 

   内線：４７００ 

 

●報道機関へのお願い 

養鶏場等における消石灰散布に関する取材は、高病原性鳥インフルエンザの発生を引き起こす

恐れがあることから、厳に慎むようお願いします。 


